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報告第２０号

専決処分事項の報告について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、

次のとおり専決処分したから、同条第２項の規定により報告する。

令和３年８月５日

廿日市市長 松 本 太 郎

１ 専決処分の内容 損害賠償の額を定めることについて

損害賠償額 １３，７６１円

　

　

２ 専決処分年月日 令和３年７月５日

－ 1 －



（参考事項）

令和３年５月２１日市道阿品高通線路上で発生した路面不全事故に伴う

損害賠償の額を定めるため、専決処分したものである。

－ 2 －


